
４　民設民営小規模保育事業所の認可・確認変更の承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置 ・ 運営 者 ： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員
利　用　定　員 19人 0歳児： 6人 1歳児： 6人 2歳児： 7人

変更内容： 変更時期：

基準 申請
　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上 ０歳児 3.3㎡ × 3人 = 9.9 ㎡

１歳児 3.3㎡ × 8人 = 26.4 ㎡
２歳児以上 1.98㎡ × 8人 = 15.8 ㎡

合計 52.1 ㎡ < 54.4 ㎡
(２）設備基準
乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(付近の代替場所を含む)、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり 基準 申請
適合 面積基準 3.3㎡ × 8人 = 26.4 ㎡ < 203.2 ㎡

※代替園庭：鈴森公園
ー 対象外

適合 施設長（専任） 1人
適合 保育士常勤 4人 非常勤 2人 保育従事者 1人

嘱託医 嘱託歯科医
調理員 1人

基準 申請
０歳児 3人 ÷　　 ３ = 1.0人
１、２歳児 16人 ÷　　 ６ = 2.6人

合計+1 5.0人 < 5.8人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 1人

適合 必要事項の記載予定を確認
適合 必要事項の記載予定を確認

和光エンゼル保育室 小規模保育事業所B型 本町１２－１２優美ビル　1F

有限会社　三原学園 代表取締役　小野寺　桂子 長瀬　順子

変更内容　/　変更時期

1歳児・2歳児の保育ニーズに対応するため、認可定員・利用定員の内訳を変更する。（計19人：0歳児３人、1歳児８人、2歳児８人） 令和4年4月1日

認可・確認基準 確認状況
Ⅰ　設備
(１)　面積基準

　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

満２歳以上の幼児を入所させる施設

　・　屋外遊技場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。
Ⅱ　職員
(１)　施設責任者を配置しているか。
(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。
　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 宮内文明(和光内科外科診療所) 島田聡(島田歯科医院)

(３)　保育士の数
　・　０歳児：３人につき１人以上
　・　１、２歳児：６人につき１人以上
　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）
※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 （「申請」における職員数は、常勤保育士4+常勤換算非常勤保育士0.8+常勤保育従事者1人）
Ⅲ　食事
(１)　系列施設からの搬入
　※一定の要件を満たす場合は、搬入施設からの搬入可 （うち、常勤調理員1人）
Ⅳ　運営
(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。
(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

R4.2.1
時点

適合

適合

資料４



５　民設民営小規模保育事業所の認可・確認変更の承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置 ・ 運営 者 ： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員
利　用　定　員 19人 0歳児： 6人 1歳児： 6人 2歳児： 7人

変更内容： 変更時期：

基準 申請
　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上 ０歳児 3.3㎡ × 3人 = 9.9 ㎡

１歳児 3.3㎡ × 8人 = 26.4 ㎡
２歳児以上 1.98㎡ × 8人 = 15.8 ㎡

合計 52.1 ㎡ < 63.8 ㎡
(２）設備基準
乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(付近の代替場所を含む)、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり 基準 申請
適合 面積基準 3.3㎡ × 8人 = 26.4 ㎡ < 6,549.6 ㎡

代替園庭：広沢原児童公園
ー 対象外

適合 施設長（専任） 1人
適合 保育士常勤 5人 非常勤 2人 保育従事者 1人

嘱託医 嘱託歯科医
調理員 1人

基準 申請
０歳児 3人 ÷　　 ３ = 1.0人
１、２歳児 16人 ÷　　 ６ = 2.6人

合計+1 5.0人 < 7.0人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 1人

適合 必要事項の記載予定を確認
適合 必要事項の記載予定を確認

和光第２エンゼル保育室 小規模保育事業所B型 本町１９－１

有限会社　三原学園 代表取締役　小野寺　桂子 佐藤　美弥

変更内容　/　変更時期

1歳児・2歳児の保育ニーズに対応するため、認可定員・利用定員の内訳を変更する。（計19人：0歳児３人、1歳児８人、2歳児８人） 令和4年4月1日

認可・確認基準 確認状況
Ⅰ　設備
(１)　面積基準

　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

満２歳以上の幼児を入所させる施設

　・　屋外遊技場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。
Ⅱ　職員
(１)　施設責任者を配置しているか。
(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。
　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 宮内文明(和光内科外科診療所) 島田聡(島田歯科医院)

(３)　保育士の数
　・　０歳児：３人につき１人以上
　・　１、２歳児：６人につき１人以上
　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）
※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 （「申請」における職員数は、常勤保育士5+常勤換算非常勤保育士1+常勤保育従事者1人）
Ⅲ　食事
(１)　自園調理

（うち、常勤調理員1人）
Ⅳ　運営
(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。
(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

R4.2.1
時点

適合

適合

資料5



６　民設民営小規模保育事業所の認可・確認変更の承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置 ・ 運営 者 ： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員
利　用　定　員 18人 0歳児： 6人 1歳児： 6人 2歳児： 6人

変更内容： 変更時期：

基準 申請
　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上 ０歳児 3.3㎡ × 3人 = 9.9 ㎡

１歳児 3.3㎡ × 8人 = 26.4 ㎡
２歳児以上 1.98㎡ × 8人 = 15.8 ㎡

合計 52.1 ㎡ < 64.0 ㎡
(２）設備基準
乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(付近の代替場所を含む)、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり 基準 申請
適合 面積基準 3.3㎡ × 8人 = 26.4 ㎡ < 203.2 ㎡

代替園庭：鈴森公園
ー 対象外

適合 施設長（専任） 1人
適合 保育士常勤 6人 非常勤 1人 保育従事者 0人

嘱託医 嘱託歯科医
調理員 1人

基準 申請
０歳児 3人 ÷　　 ３ = 1.0人
１、２歳児 16人 ÷　　 ６ = 2.6人

合計+1 5.0人 < 6.3人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 1人

適合 必要事項の記載予定を確認
適合 必要事項の記載予定を確認

保育ルームフェリーチェ和光園 小規模保育事業所B型 本町１１－３シンフォニー１階

株式会社　アルコバレーノ 代表取締役　長澤　宏昭 箱山　力

変更内容　/　変更時期

・必要な保育士を確保したため、小規模保育事業所B型からA型に移行する。
・1歳児・2歳児の保育ニーズに対応するため、認可定員・利用定員を増員し、内訳を変更する。（計19人：0歳児３人、1歳児８人、2歳児８人） 令和4年4月1日

認可・確認基準 確認状況
Ⅰ　設備
(１)　面積基準

　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

満２歳以上の幼児を入所させる施設

　・　屋外遊技場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。
Ⅱ　職員
(１)　施設責任者を配置しているか。
(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。
　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 高澤美恵子(田中医院) 中村孝(なかむら小児歯科医院)

(３)　保育士の数
　・　０歳児：３人につき１人以上
　・　１、２歳児：６人につき１人以上
　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）
※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 （「申請」における職員数は、常勤保育士6人＋常勤換算非常勤保育士0.3人）
Ⅲ　食事
(１)　自園調理

（うち、常勤調理員1人）
Ⅳ　運営
(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。
(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

R4.2.1
時点

適合

適合

資料６



７　民設民営小規模保育事業所の認可・確認変更の承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置 ・ 運営 者 ： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員
利　用　定　員 18人 0歳児： 6人 1歳児： 6人 2歳児： 6人

変更内容： 変更時期：

基準 申請
　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上 ０歳児 3.3㎡ × 3人 = 9.9 ㎡

１歳児 3.3㎡ × 7人 = 23.1 ㎡
２歳児以上 1.98㎡ × 8人 = 15.8 ㎡

適合 合計 48.8 ㎡ < 63.8 ㎡
(２）設備基準
乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設
　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(付近の代替場所を含む)、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり 基準 申請
適合 面積基準 3.3㎡ × 8人 = 26.4 ㎡ < 6,549.6 ㎡

代替園庭：
ー 対象外

適合 施設長（専任） 1人
適合 保育士常勤 5人 非常勤 3人 保育従事者 0人

嘱託医 嘱託歯科医
調理員 1人

基準 申請
０歳児 3人 ÷　　 ３ = 1.0人
１、２歳児 15人 ÷　　 ６ = 2.5人

　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること） 合計+1 5.0人 < 6.4人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 1人

適合 必要事項の記載予定を確認
適合 必要事項の記載予定を確認

保育ルームフェリーチェ和光Ⅱ園 小規模保育事業所B型 本町５－２８ＫＳビル１階

株式会社　アルコバレーノ 代表取締役　長澤　宏昭 大池　宏幸

変更内容　/　変更時期

・必要な保育士を確保したため、小規模保育事業所B型からA型に移行する。
・1歳児・2歳児の保育ニーズに対応するため、認可定員・利用定員の内訳を変更する。（計18人：0歳児３人、1歳児7人、2歳児８人） 令和4年4月1日

認可・確認基準 確認状況
Ⅰ　設備
(１)　面積基準

　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

満２歳以上の幼児を入所させる施設

　・　屋外遊技場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。
Ⅱ　職員
(１)　施設責任者を配置しているか。
(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。
　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 高澤美恵子(田中医院) 中村孝(なかむら小児歯科医院)

(３)　保育士の数
　・　０歳児：３人につき１人以上
　・　１、２歳児：６人につき１人以上

※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 （「申請」における職員数は、常勤保育士5人＋常勤換算非常勤保育士1.4人）
Ⅲ　食事
(１)　自園調理

（うち、常勤調理員1人）
Ⅳ　運営
(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。
(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

R4.2.1
時点

適合

資料7



８　民設民営小規模保育事業所の認可・確認変更の承認について（１）

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・運営者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員
利　用　定　員 19人 0歳児： 5人 1歳児： 6人 2歳児： 8人

変更内容： 変更時期：

適合 施設長（専任） 1人
適合 保育士常勤 7人 非常勤 0人 保育従事者 1人

嘱託医 嘱託歯科医
調理員 1人

基準 申請
０歳児 5人 ÷　　 ３ = 1.6人
１、２歳児 14人 ÷　　 ６ = 2.3人

合計+1 5.0人 < 7.0人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 1人

適合 必要事項の記載予定を確認
適合 必要事項の記載予定を確認

和光リトルスター保育園 小規模保育事業所B型 白子３－３５－７

三和エンジニアリング　株式会社 代表取締役　廣田　靖人 畠山　美希

変更内容　/　変更時期

必要な保育士を確保したため、小規模保育事業所B型からA型に移行する。 令和4年4月1日

認可・確認基準 確認状況
Ⅰ　設備　　略
Ⅱ　職員
(１)　施設責任者を配置しているか。
(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。
　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 西谷一晃(西谷医院) 清水聖彦(メリー歯科)

(３)　保育士の数
　・　０歳児：３人につき１人以上
　・　１、２歳児：６人につき１人以上
　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）
※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 （「申請」における職員数は、常勤保育士7人＋常勤換算非常勤保育士0人）
Ⅲ　食事
(１)　自園調理

（うち、常勤調理員1人）
Ⅳ　運営
(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。
(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

R4.2.1
時点

適合

資料８-１



８　民設民営小規模保育事業所の認可・確認変更の承認について（２）

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・運営者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員
利　用　定　員 19人 0歳児： 6人 1歳児： 6人 2歳児： 7人

変更内容： 変更時期：

適合 施設長（専任） 1人
適合 保育士常勤 8人 非常勤 1人 保育従事者 1人

嘱託医 嘱託歯科医
調理員 1人

基準 申請
０歳児 6人 ÷　　 ３ = 2.0人
１、２歳児 13人 ÷　　 ６ = 2.1人

合計+1 5.0人 < 8.5人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 1人

適合 必要事項の記載予定を確認
適合 必要事項の記載予定を確認

わこうっちリトルスター保育園 小規模保育事業所B型 新倉１－２－９　１F

三和エンジニアリング　株式会社 代表取締役　廣田　靖人 川角　繭子

変更内容　/　変更時期

必要な保育士を確保したため、小規模保育事業所B型からA型に移行する。 令和4年4月1日

認可・確認基準 確認状況
Ⅰ　設備　　略
Ⅱ　職員
(１)　施設責任者を配置しているか。
(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。
　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 西谷一晃(西谷医院) 清水聖彦(メリー歯科)

(３)　保育士の数
　・　０歳児：３人につき１人以上
　・　１、２歳児：６人につき１人以上
　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）
※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 （「申請」における職員数は、常勤保育士８人＋常勤換算非常勤保育士0.5人）
Ⅲ　食事
(１)　自園調理

（うち、常勤調理員１人）
Ⅳ　運営
(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。
(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

R4.2.1
時点

適合
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８　民設民営小規模保育事業所の認可・確認変更の承認について（３）

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・運営者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員
利　用　定　員 19人 0歳児： 5人 1歳児： 6人 2歳児： 8人

変更内容： 変更時期：

適合 施設長（専任） 1人
適合 保育士常勤 7人 非常勤 0人 保育従事者 1人

嘱託医 嘱託歯科医
調理員 1人

基準 申請
０歳児 5人 ÷　　 ３ = 1.6人
１、２歳児 14人 ÷　　 ６ = 2.3人

合計+1 5.0人 < 7.0人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 1人

適合 必要事項の記載予定を確認
適合 必要事項の記載予定を確認

下新倉リトルスター保育園 小規模保育事業所B型 下新倉４－１２－５４

三和エンジニアリング　株式会社 代表取締役　廣田　靖人 角田　由芽美

変更内容　/　変更時期

必要な保育士を確保したため、小規模保育事業所B型からA型に移行する。 令和4年4月1日

認可・確認基準 確認状況
Ⅰ　設備　　略
Ⅱ　職員
(１)　施設責任者を配置しているか。
(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。
　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 西谷一晃(西谷医院) 清水聖彦(メリー歯科)

(３)　保育士の数
　・　０歳児：３人につき１人以上
　・　１、２歳児：６人につき１人以上
　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）
※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 （「申請」における職員数は、常勤保育士7人＋常勤換算非常勤保育士0人）
Ⅲ　食事
(１)　自園調理

（うち、常勤調理員1人）
Ⅳ　運営
(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。
(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

R4.2.1
時点

適合
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